
B ．事 業創造 、

雇 用拡 大

関係

府 省等
対応状 況 主 な成果 課題 これ か らの取 り組 み

ィ ．税制 改革

○産学官連携の推進に関す
る制度改革・規制緩和等を
含む具体的方策を取りまと
める。また、国立大学等の
法人化に際し、改革の方向
性を打ち出すとともに、私
立大学での研究開発の促進
のため、私立大学への民間
資金の導入を促進する観点
から、民間からの委託研究
費に対する減税措置等につ
いて検討する。さらに、全
国の大学等と企業トップが

一同に会する産学官連携サ
ミットを開催する。

総合科学技
術会議、関
係府省

・平成15年通常国会に「国立
大学法人法案」を提出（平成
16年4月に国立大学法人へ移
行予定）。

・平成14年4月1日より、私立大
学等が他の者の委託に基づ
いて行う研究に係る一定の事
業が法人税の課税対象から除
外された。また、平成15年度
税制改正要望において、学校
法人に対するrみなし譲渡所
得」課税の非課税化の承認手
続が大幅に簡素化されること
とされた。

′、－‾

○国立大学の独立法人化を
検討する際には、寄附金、
受託研究等の扱いが公私の
大学で相互に競争的になる
ようにすることを検討す
る。

文部科学
省、総務
省、財務省

平成14年4月＝］より、私立
大学等が他の者の委託に基
づいて行ラ研究に係る一定
の事業が法人税の課税対象
から除外された。また、平
成15年度税制改正要望にお
いて、学校法人に対する
rみなし譲渡所得」課税の

非課税化の承認手続が大幅
に簡素化されることとされ
た。
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口．歳 出改革

○産学官連携による地域科 関係府省 ・知的クラスター創成事業にお ・知的クラスター創成事業、都 地域主体で産学官連携が進 ・両事業の連携を深めるため
学技術振興を通じた地域経 いては全国12地域で事業を 市エリア産学官連携促進事業 んでおり、今後、具体的な成果の地域クラスター推進協議 1
済再生のためのイノペー 推進（率成14年度補正予算 こおいては、産学官の共同研 を上げていくことが課題。 会、合同成果発表会を各地域
ション・新産業の創出を推 600百万円、平成15年度予算 究等が進捗。 で開催。
進する。 案6，900百万円） ・東北地域、長野・上田地域、 ・平成14年度中に、知的クラ

・都市エリア産学官連携促進 高松地域等において「地域ク スター創成事業において、6試
事業においては全国19地域でラスター推進協議会」の開催 行地域から3地域を本格実施
事業を推進（平成15年度予算 が実現し、省庁の枠を超えた 地域へ移行。
案3，100百万円） 施策のモデルとなり得る。地域 ・平成14年度中に、都市エリ
・3地域（東北、長野・上田、香 クラスター推進協議会も合同 ア産学官連携促進事業におい
川）をはじめとした各地域にお 成果発表会を開催することに て、新規に9地域を選定。
いて文部科学省の「知的クラ より、産業クラスター計画との ・知的クラスター創成事業にお
スター創成事業」と経済産業 連携が進むとともに、東北地 いては、平成16年度に厳正な
省の「産業クラスター計画」の
連携をはかる「地域クラスターJ
推進協議会」を開催。‘

方においては両事業の関係者
約60名が参加する等、地域に
おける産学官連携の橡運が高
まった。

中間評価を実施。

O　 r科学技術」を軸とし 総合科学技 ・知的クラスター創成事業l．こお ・知的クラスター創成事業、都 地域主体で産学官連携が進 ・両事業の連携を深めるため
て、地域経済を支え、世界術会議、開いては全国12地域で事業を 市羊リア産学官連携促進事業 んでおり、今後、具体的な成果の地域クラスター推進協議
に通用する新事業やベン 係府省 推進（平成14年度補正予算 においては、産学官の共同研 を上げていくことが課題。 会、合同成果発表会を各地域
チャー企業を連続的に生み 600百万円、平成15年度予算 究等が進捗。 で開催。
出すための施策を強力に推 案6，900百万円） ・東北地域、長野・上田地域に ・平成14年度中に、知的クラ
進する。このため、新事 ・都市エリア産学官連携促進 おいて「地域クラスター推進協 スター創成事業において、6試
業、新産業の創出が連鎖的 事業においては全国19地域で議会」の開催が実現し、省庁 行地域から3地域を本格実施
に生じるシステムの形成を 事業を推進（平成15年度予算 の枠を超えた施策のモデルと 地域へ移行。
進めつつ、地域における技 案3，100百万円） なり得る。地域クラスター推進 ・平成14年度中に、都市エリ
術開発・研究開発の強化、 ・2地域において文部科学省の協議会も合同成果発表会を開 ア産学官連携促進事業におい
大学発ベンチャーの育成、 「知的クラスター創成事業」と 催することにより、産業クラス て、新規に9地域を選定。
産学官連携のための支援体 経済産業省のr産業クラスターター計画との連携が進むとと ・知的クラスター創成事業にお
制の整備、地域産学官連携 計画」の連携をはかる「地域クもに、東北地方においては両 いては、平成16年度に厳正な
サミットの開催等の施策を
進める。

ラスター推進協譲会」を開催。事業の関係者約60名が参加
する等、地域における産学官
連携の機運が高まった。

中間評価を栗施。
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○大学院施設及び卓越した 文部科学省 「国立大学等施設緊急整備 平成14年度末での事業の進 引き続き、国立大学・研究開
研究拠点の施設整備を重点 5ケ年計画」に基づき施設整備 捗率は45％の見込み。 発法人等の施設整備を進め
的に推進する。独立行政法 を推進。 研究開発法人等の施設整備 る。
人研究機関等の施設の着実 研究開発法人等の施設を着 ま着実に進められているとこ
な整備、私立大学の研究ポ

テンシャル活用のための研
究施設整備等を推進する。

実に整備しているところ。 ろ。

○地域の大学等を中心とし 文部科学 ・知的クラスター創成事業にお ・知的クラスター創成事業、都 ・両事業の連携を深めるため
た産学官連携事業による地 省、経済産 いては全国一12地域で事業を推 市エリア産学官連携促進事業 の地域クラスター推進協議
域経済支援、新事業 ・ベン 業省 進（平成14年度補正予算600 においては、産学官の共同研 会、合同成果発表会を各地域
チャー企業創出 百万円、平成15年度予算案 究等が進捗。 で開催。

6，900百万円を計上。） ・東北地域、長野・上田地域に ・平成14 年度中に、知的クラ
・都市エリア産学官連携促進 おいてr地域クラスター推進協 スター創成事業において、6試
事業においては全国19地域で 議会」の開催が実現し、省庁 行地域から3地域を本格実施
事業を推進（平成15年度予算 の枠を超えた施策のモデルと 地域へ移行。
案3，100百万円） なり得る。地域クラスター推進 ・平成14 年度中に、都市エリ
・2地域において文部科学省の 協議会も合同成果発表会を開 ア産学官連携促進事業におい
「知的クラスター創成事業」と 催することにより、産業クラス て、新規に9地域を選定。
経済産業省の「産業クラスター ター計画との連携が進むとと ・知的クラスター創成事業にお
雪票 豊 富品濃 霊 詣笠？ もに、東北地方においては両

事業の関係者約60名が参加
する等、地域における産学官
連携の機運が高まった。

いては、平成16年度に厳正な
中間評価を実施。
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八 ． 規 制 改 革

○産学官連携による地域料 関係府省 ・‾知的クラスター創成事業にお ・知的クラスター創成事業、都 地域主体で産学官連携が進 ・両事業の連携を深めるため
学技術振興を通じた地域経 いては全国12地域で事業を 市エリア産学官連携促進事業 んでおり、今後、具体的な成果 の地域クラスター推進協議
済再生のためのイノぺ－ 推進（平成14年度補正予算 においては、産学官の共同研 を上げていくことが課題。 会、合同成果発表会を各地域
ション・新産業の創出を推 600百万円、平成15年度予算 究等が進捗。 で開催。
進する。 案6，900百万円） ・東北地域、長野・上田地域、 ・平成14年度中に、知的クラ

・都市エリア産学官連携促進 高松地域等において「地域ク スター創成事業において、6試
事業においては全国19地域で ラスター推進協議会」の開催 行地域から3地域を本格実施
事業を推進（平成15年度予算 が実現し、省庁の枠を超えた 地域へ移行。
案3．100百万円） 施策のモデルとなり得る。地域 ・平成14年度中に、都市エリ
・3地域（東北、長野・上田、香 クラスター推進協議会も合同 ア産学官連携促進事業におい
川）をはじめとした各地域にお 成果発表会を開催することに て、新規に9地域を選定。
いて文部科学省の「知的クラ より、産業クラスター計画との ・知的クラスター創成事業にお
スター創成事業」と経済産業 連携が進むとともに、東北地 いては、平成16年度に厳正な
省の「産業クラスター計画」の
連携をはかる「地域クラスター
推進協議会」を開催。

方においては両事業の関係者
約60名が参加する等、地域に
おける産学官連携の機運が高
まった。

中間評価を実施。

O　 r科学技術」を軸とし 総合科学技 ・知的クラスター創成事業にお ・知的クラスター創成事業、都 地域主体で産学官連携が進 ・両事業の連携を深めるため
て、地域経済を支え、世界 術会議、関 いては全国12地域で事業を 市エリア産学官連携促進事業 んでおり、今後、具体的な成果の地域クラスター推進協議
に通用する新事業やベン 係府省 推進（平成14年度補正予算 においては、産学官の共同研 を上げていくことが課題。 会、合同成果発表会を各地域
チャー企業を連続的に生み 600百万円、平成15年度予算 究等が進捗。 で開催。
出すための施策を強力に推 案6，900百万円） ・東北地域、長野・上田地域、 ・平成14年度中に、知的クラ
進する。このため、新事 ・都市エリア産学官連携促進 高松地域等において「地域ク スター創成事業において、6試
業、新産業の創出が連鎖的 事業においては全国19地域で ラスター推進協議会」の開催 行地域から3地域を本格実施
に生じるシステムの形成を 事業を推進（平成15年度予算 が実現し、省庁の枠を超えた 地域へ移行。
進めつつ、地域における技 案3，100百万円） 施策のモデルとなり得る。地域 ・平成14年度中に、都市エリ
術開発 ・研究開発の強化、 ・3地域（東北、長野・上田、香 クラスター推進協議会も合同 ア産学官連携促進事業におい
大学発ベンチャーの育成、 川）をはじめとした各地域にお 成果発表会を開催することに て、新規に9地域を選定。
産学官連携のための支援体 いて文部科学省の「知的クラ より、産業クラスター計画との ・知的クラスター創成事業にお
制の整備、地域産学官連携 スター創成事業」と経済産業 連携が進むとともに、東北地 いては、平成16年度に厳正な
サミットの開催等の施策を 省の「産業クラスター計画」の 方においては両事業の関係者 中間評価を実施。
進める。 連携をはかる「地域クラスター

推進協議会」を開催。
約60名が参加する等、地域に
おける産学官連携の機運が高
まった。
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○地域の大学等を中心とし 文部科学 ・知的クラスター創成事業にお ・知的クラスター創成事業、都 地域主体で産学官連携が進 ・両事業の連携を深めるため
た産学官連携事業による地 省、経済産 いては全国12地域で事業を推 市土リア産学官連携促進事業 んでおり、今後、具体的な成果 の地域クラスター推進協議
域経済支援、新事業 ・ペン 業省 進（平成14年度補正予算600 においては、産学官の共同研 を上げていくことが課題。 会、合同成果発表会を各地域
チャー企業創出 百万円、平成15年度予算案 究等が進捗。 で開催。

6，900百万円を計上。） ・東北地域、長野・上田地域に ・平成14 年度中に、知的クラ
・都市エリア産学官連携促進 おいて「地域クラスター推進協 スター創成事業において、6試
事業においては全国19地域で 議会」の開催が実現し、省庁 行地域から3地域を本格実施
事業を推進（平成15年度予算 の枠を超えた施策のモデルと 地域へ移行。
案3，100百万円） なり得る。地域クラスター推進 ・平成14 年度中に、都市エリ
・2地域においt 文部科学省の 協議会も合同成果発表会を開 ア産学官連携促進事業におい
「知的クラスター創成事業」と 催することにより、産業クラス て、‘新規に9地域を選定。
経済産業省の「産業クラスター ター計画との連携が進むとと ・知的クラスター創成事業にお
計画」の連携をはかる「地域ク もに、東北地方においては両 いては、平成16年度に厳正な
ラスター推進協議会」を開催。 事業の関係者約60名が参加

する等、地域における産学官
連携の機運が高まった。

中間評価を実施。

○産学官連携の推進に関す

る制度改革 ・規制緩和等を
含む具体的方策を取りまと

める。また、国立大学等の
法人化に際し、改革の方向
性を打ち出すとともに、私
立大学での研究開発の促進

のため、私立大学への民間
資金の導入を促進する観点
から、民間からの委託研究
費に対する減税措置等につ
いて検討する。さらに、全
国の大学等と企業 トップが

一同に会する産学官連携サ
ミットを開催する。

総合科学技
術会議、関
係府省

・平成15年通常国会に「国立
大学法人法案」を提出（平成
16年4月に国立大学法人へ移
行予定）。

・平成14年4月1日より・、私立大
学等が他の者の委託に基づ

いて行う研究に係る一定の事
業が法人税の課税対象から除
外された。また、平成15年度
税制改正要望において、学校
法人に対するrみなし譲渡所
得」課税の非課税化の承認手
続が大幅に簡素化されること
とされた。
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○学科の設置及び学部 ・学 文部科学省 平成14年の臨時国会におい　 ご学校教育法等の改正によ 平成 1 5 年度に、評価機関
科の改廃を⊥層弾力化する て、改正学校教育法（平成14 リ、．各大学等の自主性が高 の認証基準を策定。
よう、第三者機関による継 年11月29日法律第118号）に まリ、弾力的な取組を行え 平成16年度から第三者評価
続的な評価の在り方の検討
や大学設置基準等の見直し

より、文部科学大臣の認証を
受けた複数の民間機関等によ
る大学の第三者評価制度を導
入。（平成16年4月1 日施行）
平成14年8月5日、中央教育審
諌会答申「大学の質の保証に
係る新たなシステムの構築に

ついて」を得た。これを受け
て、学校教育法等を改正し、
組織改編の前後で授与する学
位の種類・分野に変更がない
場合は、認可不要とする等の
設置認可の弾力化を行った
／罰7歳1⊂上亡■ロトl⊂：l址負＝＼

るようになった。 を施行

○大学運営における第三者 文部科学省 平成14年の臨時国会におい 平成15年度に、評価橙関の
評価の実施 （継続的に推 て、改正学校教育法く平成14 認証基準を策定。
進） 年11月29日法律第118号）に

より、文部科学大臣の認証を
受けた複数の民間機関等によ
る大学の第三者評価制度を導
入。（平成16年4月1 日施行）1

平成16年度から第三者評価

を施行
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ホ ． そ の 他 の制 度 改 革

○大学発ベンチャー等の起 文部科学 平成14年度に引き続き、平成 平成14年8月時点で453の大 大学発ベンチャー創出を支援
業を促進するため、大学の 省、経済産 15年度予算案においても共同 学発ベンチャーが創出。 する事業において、平成15年
技術移転組織 （いわゆる 業省 研究の促進、大学発ベン 度からプログラム管理者（プロ
TLO）の活用、創業人材の チャー創出に向けた研究助 グラムオフィサー）を配置する
育成、新産業創出に向けた 成、産学官連携強化を図るた ことなどにより、制度の適切な
産学官の共同研究の支援等
を行うとともに、創業者の
資金調達を円滑化するた
め、金融面での支援を推
進 ・充実する。

めの専門化の派遣等を行うと
ともに、TLO をはじめとする技
術移転機関の権能強化を園
る。

運用を図る予定。

○大学発ベンチャーの国立 文部科学省 大学発ベンチャーの国立大学 大学発ベンチャーの有償使用 現場への周知徹底が必要。 制度の周知を図ることにより、
大学施設使用や国立大学数 の施設の有償使用が可能に について、既にいくつかの国立 制度の十分な活用を促す。
官の非役員兼業に関する基 （平成14年6月）。国立大学数 大学で実施。
準の明確化を含めた規制緩 員等がベンチャー企業への非 会名の国立大学教員が非役員

和について、平成 1 3年度 役員兼業の報酬を株式等で受兼業の報酬を株式等で受領
中に結論を得る。 領できることにつき明確化を図

り、各国立大学等に通知を発
出した（平成14年4月）。国立
大学教員等の民間企業役員
兼業の承認権限を各国立大
学の長に委任可能に（平成14
年10月）。

（平成14年9月末日現在）。役
員兼業の承認権限の委任によ
り、役員兼業が増加。

○産学官連携の推進に開す 総合科学技 平成14年11月に開催された第 産学官より1200名の出席者が 引き続き、産学連携の機運を
る制度改革 ・規制緩和等を術会議、開 2回産学官連携サミットについ あり、産学官の一層の連携が 高めるべく活動を展開する。
含む具体的方策を取りまと
める。また、国立大学等の
法人化に際し、改革の方向
性を打ち出すとともに、私
立大学での研究開発の促進
のため、私立大学への民間
資金の導入を促進する観点
から、民間からの委託研究
費に対する減税措置等につ
いて検討する。さらに、全
国の大学等と企業 トップが

一同に会する産学官連携サ
ミットを開催する。

係府省 て、文部科学省も共催省庁と
して積極的に参加。

図られることとなった。
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○学科の設置及び学部 ・学 文部科学省 平成14年の臨時国会におい 学校教育法等の改正によ 平成 1 5 年度に、評価機関
科の改廃を一層弾力化する て、改正学校教育法（平成14 リ、各大学等の自主性が高 の認証基準を策定。
よう、第三者機関による継 年11月29日法律第118号）に まリ、弾力的な取組を行え 平成16年度から第三者評価
続的な評価の在り方の検討
や大学設置基準等の見直し

より、文部科学大臣の認証を
受けた複数の民間機関等によ
る大学の第三者評価制度を導
入。く平成16年4月1 日施行）
平成14年8月5日、中央教育審
議会答申「大学の質の保証に
係る新たなシステムの構築に

ついて」を得た。これを受け
て、学校教育法等を改正し、
組織改編の前後で授与する学
位の種類・分野に変更がない
場合は、認可不要とする等の
設置認可の弾力化を行った
（平成15年4月1日施行）。

るようになった。 を施行

○大学運営における第三者 文部科学省 平成14年の臨時国会におい 平成15年度に、評価機関の
評価の実施 （継続的に推 て、改正学校教育法（平成14 認証基準を策定。
進） 年11月29日法律第118号）に

より、文部科学大臣の認証を
受けた複数の民間機関等によ
る大学の第三者評価制度を導
入。（平成16年4月1 日施行）

平成16年度から第三者評価

を施行
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